
意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｂ５－２０ 運動用特殊靴 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｂ５－２０ 全 運動用特殊靴 

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

   

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

運動用の特殊な形態をした靴、及びそれらに特有の部品及び付属品のうちのうち、下位に該当する分類が

ないものを含む。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

陸上競技用の靴（Ｂ５－１台）は含まない。 

水泳用の足ひれのように、著しく靴の形態から離れたものは含まない。 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１０ 

過去に分類した物品の名称 

バイク用ブーツ スプリング付き靴 潜水用靴 

ダイビングドライスーツ用長靴   

 

登録１１５５６６０号 
バイク用ブーツ 

 

登録１１０５０７６号 
スプリング付き運動靴 

 


